
第５ 住民投票の投票資格及び請求資格

住民投票の投票資格は、実際に住民投票の投票をする上での要件であり、一方、住民投票の

請求資格は、具体的に住民投票の実施を求めることができる要件である。この二つの資格につ

いては、表裏一体の関係にあり、密接に関わっているものである。そのため、投票資格と請求

資格の対象となる者の範囲を異ならせることについて、特段の合理性はないものと考えられる。

その上で、投票資格及び請求資格について、その年齢要件及び住所要件について検討する必

要がある。

論点整理

１ 年齢要件

≪２０歳以上とする考え方≫

○ 公職選挙法では、選挙権について年齢要件を２０歳以上としている。

○ 法律（地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律等）に基づいて実施される住民投票

は、公職選挙法を準用しているため、投票権の年齢要件を２０歳以上としている。

○ 日本国憲法の改正手続に関する法律では、国民投票の投票権について、年齢満１８歳以上

の日本国民が有することとしている。ただし、必要な法制上の措置が講じられ、年齢満１８

歳以上満２０歳未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間は、年齢満２０歳以

上の者が投票権を有することとしている。

○ 公職選挙法による選挙と住民投票条例による住民投票とは、一定の判断を投票行為により

示すものであるため、公職選挙法との整合性を求めた場合、住民投票の投票資格を２０歳と

することが考えられる。この場合、公職選挙法上の市の議会の議員及び市長の選挙権を有す

る者と住民投票の投票資格を有する者とが同一の整理となり、公職選挙法上の選挙人名簿の

活用についても容易となる。

○ ２０歳未満の者や外国人住民については、公職選挙法上の選挙人名簿に登録されないこと

から、このような者を住民投票の投票資格を有する者とした場合、新たに住民投票資格者名

簿の調製等の仕組みについて検討する必要がある。

≪２０歳以下の特定の年齢以上とする考え方≫

○ 条例に基づく住民投票は、公職選挙法による選挙ではないため、投票資格を有する者と選

挙権を有する者とを同一の２０歳以上としなければならない法的な制約はない。

○ 一部地方議会においては、選挙権年齢の引下げを求める意見書が採択されている。

○ 苫小牧市市民参加条例第１７条では、市民政策提案ができる市民の要件を１８歳以上とし

検討内容

１ 年齢要件（２０歳以上、１８歳以上、その他）

２ 住所要件（３か月以上）



ている。これは、応募条件の年齢については、市民参加の対象と考えられる社会人としての

年齢を考慮したとの考えによるものである。

○ 各国における選挙権については、１８歳以上としている国が大半である。

○ 未成年者に対する政治的啓発としての効果や住民投票の結果が将来の世代に及ぼす影響を

考慮し、次世代への権利として、対象年齢を引き下げるという考え方もある。若年層に対す

る教育的効果を期待する場合、市政をはじめとする政治的な関心を高めるといった視点から

の検討も考えられる。

２ 住所要件

○ 公職選挙法では、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権について、引き続き３か月以

上当該地方公共団体の区域内に住所を有する者に、選挙権を与えることとしている。この理

由については、「その団体の住民として選挙に参与するためには、少なくとも一定期間をそこ

に住み、地縁的関係も深く、かつ、ある程度団体内の事情にも通じていることが必要である」

と考えられたことによる。

○ 住民投票の投票資格についても、住所要件については、公職選挙法の考え方と変わりがな

い。そのため、引き続き３か月以上当該地方公共団体の区域内に住所を有する者を投票資格

者とするという整理が考えられる。

○ 他市町村における常設型条例では、住所要件を「引き続き３か月以上当該自治体の住民基

本台帳に記録されている者」について、住民投票の投票資格を有する者としている。

参考資料

○ ５－１ 地方選挙権に住所要件を設けた理由

○ ５－２ 資格要件として２０歳未満を基準としている例



地方選挙権に住所要件を設けた理由

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）（抄）

（選挙権）

第９条 日本国民で年齢満２０年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

２ 日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市町村の区域内に住所を有する

者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

３～５ ≪略≫

○ 逐条解説 公職選挙法（上）第９条解説（安田充 荒川敦 編著）（抜粋）

２ 地方公共団体の選挙の選挙権

≪中略≫

 住所要件を設けた理由 住所要件を設けたのは、地方公共団体が地縁的社会であると

いう特性を考慮したものである。すなわち、憲法第９３条では、地方公共団体の長や議会

の議員については、「その住民がこれを選挙する」旨規定しており、この「住民」について

は、地方自治法第１０条に、その意義が規定され、同法第１１条において、この住民に当

該地方公共団体の選挙に参加する権利を認めているのである。

ところで、地方自治法第１０条及び第１１条では、市町村の区域内に住所を有する者を

「住民」とし、そこでは住所を有する「期間」については何らふれられていない。これに

対し、地方自治法第１８条及び本条において特に３箇月という期間を要件としたのは、そ

の団体の住民として選挙に参与するためには、少なくとも一定期間をそこに住み、地縁的

関係も深く、かつ、ある程度団体内の事情にも通じていることが必要であると考えられた

からであろう。もっとも、この住所期間は、従前のように２年あるいは１年という比較的

長期間であればともかく、今日のように３箇月ということになると、実質的意味は少なく

なり、現実的には選挙人名簿登録のための住所要件たる３箇月という期間と一致させて取

扱いを便ならしめたものと見るべきであろう。

 ～ ≪略≫

参考資料５－１



資格要件として２０歳未満を基準としている例

苫小牧市市民参加条例運用の手引き

（平成２１年４月１日 苫小牧市総合政策部市民自治推進課） 第１７条関係（抜粋）

第３章 市民政策提案制度

【説明】

１ 市民政策提案制度は、市民参加の一手法として新たに設ける制度です。この制度は、自治基本

条例制定の取り組みにおいて条例に盛り込むべき項目として市長に提出された「まちづくり基本

条例等検討懇話会」の提言の中で提案されたものを制度として具体化したものです。

２ ≪略≫

1項関係

① 政策提案制度は、市政全般にわたって寄せられる通常の提案や苦情などと異なり、具体的な

政策として提案していただくものであることから、個人的なものとしてではなく、一定程度の

人の集まりの中で組織的に検討・吟味された結果として提案していただくこととしています。

② 応募条件の年齢は、市民参加の対象と考えられる社会人としての年齢を考慮したものです。

また、市の機関が政策提案を募集する場合に、政策の内容によっては、18歳未満の方々の提

案を求めることも想定されます。

２項関係・３項関係 ≪略≫

［運用］ ≪略≫

○ １８歳を基準としている法律の事例

・ 児童福祉法、児童手当法 １８歳未満を特別の保護対象

・ 火薬類取締法、毒物及び劇物取締法、教育職員免許法 １８歳未満に資格を認めていない。

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 １８歳未満に風俗関係への就業の禁止、入

場の制限。

第１７条 市民は、次に掲げる場合を除くほか、市に対して政策を提案しようとするときは、別に定

めるところにより、１８歳以上の市民１０人以上の連署をもって、その代表者から、市に対し、政

策の提案をすることができる。

２・３ ≪略≫

参考資料５－２



○ 大和市自治基本条例（平成１６年条例第１６号）

（住民投票の請求等）

第３１条 本市に住所を有する年齢満１６年以上の者は、市政に係る重要事項について、その総数の

３分の１以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することが

できる。

２ 市議会は、市政に係る重要事項について、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得て議員提

案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請

求することができる。

３ 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならな

い。

５ 住民投票の投票権を有する者は、本市に住所を有する年齢満１６年以上の者とする。

６ 住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。

○ 大和市自治基本条例逐条解説 第３１条関係（抜粋）

【解説】

・第１項について

請求の権利を持つ住民は、『１６歳以上』の者としています。義務教育を修了し、社会人として働

くことができる年齢であることや、住民投票の対象となる事項は、市の将来を左右する重大な問題の

はずであり、できるかぎり幅広い層の住民の意見を聴くべきであるという考えに立っています。

住民からの住民投票実施の請求に必要な署名の数は、地方自治法の規定にある市長等の解職（リコ

ール）請求に準じ「３分の１以上」としています。これはかなりハードルの高い数ですが、その数が

集まれば第４項にあるとおり、市長や市議会の判断とは関係なく住民投票が実施されること、住民投

票は市の将来を左右する重大な事項を対象として実施されなければならないこと、また、それくらい

の数の署名がなければ、前条に定めた、住民投票の結果の尊重義務も生かされないという理由からで

す。

・第２項について～第４項について ≪略≫

・第５項について

第１項と同様の考え方に立ち、住民投票の投票権も１６歳以上の住民としています。

・第６項について ≪略≫

○ １６歳を基準としている法律の事例

・ 普通教育を終了した年齢 憲法第２６条第２項

・ 労働使用の最低年齢 労働基準法第５６条

・ 女性が婚姻できる年齢 民法第７３１条 婚姻擬制（民法第７５３条）




